
事業用自動車等連絡書の発行について
【令和5年１月４日以降、電子車検証が交付された方】

（普通車・軽自動車共通）

電子車検証で事業用自動車等連絡
書を発行する場合、車検証の本通、
コピーの代わりに、車検証のデータ
を閲覧アプリで出力・印刷したもの
（自動車検査証記録事項）を添付し
てください。

※「自動車検査証記録事項」の添付がない場合は、車

両の内容が確認できないため、事業用自動車等
連絡書が発行できません。

予備検査証・登録識別情報等通知書（普通車）・自
動車検査証返納証明書（軽自動車）が交付されて
いる場合は従来どおり本通・コピーの添付で問題
ありません。


